
〔資料３－２〕 

 

論点 

（いわゆる課徴金制度について） 

 

１．制度導入の趣旨・目的 

   不公正取引等の規制の実効性確保の手段（エンフォース

メント）の複線化 

← 刑罰の謙抑性・補充性（← 刑罰の苛烈さ） 

← 違反行為の程度態様に応じた機動的かつ必要十分な

対応の必要性 

（注）① 起訴に到らなかった違反行為については現状何ら対応がなされていな

いこと、 

② 証券会社等の業者の違反行為に対する対応は登録取消・業務停止のみ

であること、 

についてどう考えるか。 

違反者に対し、行政上の措置として金銭的な負担を課する制度（いわゆ

る課徴金あるいは反則金）を導入すべきではないか。 

 

２． 対象 

証取法違反行為 

・不公正取引 

  ・開示規制違反 等 

       

３． 金額の水準の目安 

・違反行為による利得の吐き出し 

  ・社会的損失 

・ 規制の実効性確保（違反行為の抑止の観点） 

（参考）刑事罰は、重大な違反に対する社会的、倫理的非難。 


